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条例の制定に向けた経過・スケジュール

時 期 開催行事等 内容等

R５.３.17 長野県環境審議会・諮問

３.30 第１回専門委員会 現状と課題、条例の方向性について

４.17 市町村へ意見照会（～4.26） 第１回専門委員会検討内容

４.20
４.25

県市長会総会
県町村会政務調査会合同部会

同上

５.23 第２回専門委員会・公聴会
第１回委員会・市町村意見を踏まえた
条例の枠組みについて

５.25 県と市町村との協議の場 第２回専門委員会検討内容

６. 1 長野県環境審議会・中間報告 同上

６月中旬 第３回専門委員会 パブリックコメント案について

パブリックコメント

７月中旬 第４回専門委員会 パブリックコメント結果、審議会報告案

７月下旬 長野県環境審議会報告・答申

９月定例会 議案提出
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長野県環境審議会地域と調和した再生可能エネルギー事業の推進に
関する専門委員会・委員名簿

委員名 ふりがな 職 名 摘 要

上原 三知 うえはら みさと
信州大学 社会基盤研究所
地域デザイン部門／農学部併任 准教授

景観

小松 信子 こまつ のぶこ 東御市 市民生活部長 市町村

鈴木 啓助 すずき けいすけ 信州大学 名誉教授・特任教授
森林・

環境影響

◎田中 信一郎 たなか しんいちろう 千葉商科大学 基盤教育機構 准教授
地方行政・
エネルギー

○茅野 恒秀 ちの つねひで
信州大学 学術研究院
人文科学系 准教授

環境政策

名取 俊典 なとり としのり 富士見町 総務課 専任課長 市町村

平松 晋也 ひらまつ しんや 信州大学 農学部 教授 防災

水上 貴央 みずかみ たかひさ
Socio Forward株式会社 代表取締役
弁護士

法曹

（五十音順・敬称略、◎：委員長、○職務代理者）
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2050ゼロカーボンに向け、地域と調和した再エネ
事業を推進するため、地域合意の促進に資する
手続・基準を設ける

地域と調和した太陽光発電事業の推進に向けた条例・素案（たたき台）

項目 規制内容（＊赤字は長野県オリジナル）

①住民等への説明
○開発着手前の事業計画の提出を義務付け

○事業計画の説明会の開催を義務付け

②安全確保措置
右の区域

○以下の区域内では、安全基準を満たすもの以外は事業禁止

・地域森林計画対象森林区域 ・土砂災害特別警戒区域 ・土砂三法区域

全ての区域 ○斜度30度以上の急傾斜箇所に設備を配置しないことを義務付け

③環境・景観
の保全

右の区域
（50kW以上の事業）

○以下の区域内では、環境保全策の検討を義務付け

・国有林、地域森林計画対象森林区域 ・水資源保全地域、

・国定公園、県立自然公園、 ・自然環境保全地域 等

全ての区域 ○景観等との調和に努めることを義務付け

④法令遵守

○法令遵守の誓約

○更に、県内において現に太陽光発電に関する法・条例に違反状態にある事業者の場

合は、 その間の新規事業の許可を保留（※届出対象事業の規制方法は要検討）

⑤維持管理、廃棄等 ○維持管理・廃棄（リサイクル）計画の提出を義務付け

⑥実効性の確保（手続・罰則等）
○事業着手、計画変更、廃止等の事前許可申請・届出を義務付け

○立入検査、違反に対する指導・勧告・命令・公表・罰則等

条例制定
の趣旨

県と
市町村の
役割分担

内 容

太陽光発電事業（10kW以上）
ただし、屋根上や自己敷地内等の自家消費用、
及び促進区域内事業※を除く。

対象事業
※ 温対法に基づき事業計画が

認定を受けたものに限る

Ⓐ 特定区域※内での事業 ⇒ 県の許可制
Ⓑ 50kW以上の大規模事業（Ⓐを除く）⇒ 県の許可制又は事前届出制
© その他の事業 ⇒ 市町村への事前届出制

＊特定区域：地域森林計画対象森林区域
土砂災害特別警戒区域
土砂三法区域

※ 市町村と要協議
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地域と調和した再生可能エネルギー事業の推進に関する専門委員会【第１回】資料



第１回専門委員会での主なご意見
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分類 ご意見 対応の方向性（案）

全体
・今後、どのような形態の発電事業が増えていくのかをイメージし
た上で、発電事業者、需要家、施工事業者の役割を整理し、何を
条例の対象としていくのか明確にしていくべき。

・発電設備の施工や管理責任の所在を明確化
する方向で検討

対象事業

・課題案件は事業規模の大小を問わない傾向。許可制の対象を
発電規模もしくは事業面積とするのか、現状を踏まえながら検討す
べき。
・許可制は事業の禁止が前提。一般的な経済活動までを許可制
とすることは行政法上問題。

・原案どおり10kW以上を対象事業とする方向で
検討
・許可制は特定区域内のみを対象とする方向で
検討

住民等への説明
（合意形成）

・地域住民等との合意形成は重要だが、全ての住民の合意を前提
とすることは非現実的。何をもって「地域住民」や「合意」とするのか、
議論を深めていくことが必要。

・許可や届出受理に当たり住民合意は絶対要
件としない方向で検討
・住民意見に誠実に対応することを事業者の努
力義務とすること方向で検討

安全確保措置、
環境・景観の保全

・災害をはじめリスクが伴う事業については抑制していくべき。
・山林開発型事業に対する県民の懸念は高く、一定の制限が必
要。

・原案どおり特定区域内事業は許可制とする方
向で検討

法令遵守
・許可の保留については他の規制も踏まえながら（比例原則）、
その加減について議論すべき。

・悪質な事業者を排除する方法（欠格期間な
ど）を検討

維持管理・廃棄等
・開発時だけでなく、事業開始後の維持管理や事業終了後の適正
確保など、その重要性を踏まえつつ、市町村との役割分担を考慮す
べき。

・維持管理計画の提出を求める方向で検討
（既存事業者の取扱いも検討）

市町村条例との
関係

・市町村ごとに実情に違いがある中で、県条例は全県共通のベース
となるべき。強い規制とはせず、市町村が地域の特性に応じて上
乗せ・横出しする仕組みが望ましい。

・左記の考えに基づき制度設計を進め、強い罰
則は設けない方向で検討
・市町村が意見の申し出ができる仕組を検討

地域へのメリット
・地域と調和する事業、地域に貢献する事業については促進する
仕組みも必要。

・促進区域内事業への誘導策の充実について、
条例以外の施策を含め検討

R5.5.23第２回専門委員会提出資料



市町村からの主なご意見（４月17日～26日照会）
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分類 ご意見 対応の方向性（案）

対象事業

・景観、防災の観点から周辺住民の反対運動が頻発している。一定規模については、県
条例による許可制度としていただき、厳格な基準による審査をしていただきたい。
・事業者に対し、県の手続き開始よりも早期の段階で市町村へ事前相談があるべき制度
としてほしい。
・50kW以上の事業は、許可制とすべきではないか。

・規模の大小や、高圧設備の理由をもって一律
の禁止（許可制）とするのは難しいとの意見を
踏まえ、許可制と届出制の併用について検討

住民等への説明
（合意形成）

・住民説明は当然のことながら、地元自治区と協定を締結するなどの条件を付していた
だきたい。
・説明会の開催を義務付けとあるが、形式的な説明会だけでは住民等との合意形成は
図れないと思料されることから、説明対象範囲の設定にはじまり、何をもって住民等との
合意形成が取れたと判断するのか等、丁寧な制度設計が必要と考える。

・広域的な対応として全ての事業について協定
締結は難しい面があるが、住民説明の手法につ
いて引き続き検討

安全確保措置、
環境・景観の保
全

・県として、何らかの排水基準を設けていただき、基準を満たしているかどうかを審査する
必要があるのではないでしょうか。
・景観に不安を抱く住民が多いことから、開発地（太陽光パネル）を目視できないように
植栽を義務化するなどを考えてもらいたい。また、景観については、主観的な部分が大き
いことから、抽象的な表現でなく、ある程度はっきりとした基準を設けてていただきたい。

・各種法令の基準やガイドライン等を参考に、許
可基準について検討
・景観条例等の基準を参考としながら、景観保
全のための措置について検討

法令遵守

・県条例の中で、市町村が抑制等している地域については、県もそれに準じるような内
容にしてもらいたい
・長野県内の一自治体にて規定違反があれば、当該自治体だけではなく長野県内では
売電できない等の包括した罰則を設けるのはどうでしょうか

・県条例は全県共通のベースとし、市町村は地
域の特性に応じて上乗せ・横出しするような仕組
みを検討
・法令等違反時の事業参入抑制方法の検討

維持管理・廃棄
等

・設置事業者によっては、あらかじめ転売を目的としている場合もあるため、手続きの段階
から設置目的を明確にさせるとともに、転売後も適切な維持管理をさせる条文が必要と
考える。
・既存の設備の維持管理も条例に規定していただきたい。

・事業者変更時の対応（変更届出）や既存
施設の取扱いも引き続き検討

手続き・罰則等
について

・罰則の強化を検討していただきたい。
・公表だけでなく、過料等も合わせて対象にすることはできないものでしょうか。

・他県事例や他法令との均衡も考慮しつつ検討

市町村条例との
関係

・県条例制定の際には、市町村条例と齟齬が生じないよう検討していただきたい。
・すでに設置の自治体の条例との整理を行う予定であるが、今後制定予定の自治体の
規制内容との整合をどのように考えているか。

・趣旨・目的を同じくする部分の条例の一部適
用除外といった方法について検討
・市町村が意見の申し出ができる仕組を検討

その他
・小規模な村では技術系の職員がいないため基準を満たしているか判断できないことか
ら県でチェックできる体制を講じていただきたい。

・条例の手引書等も示すことを検討

R5.5.23第２回専門委員会提出資料



第２回専門委員会・公聴会ご説明者

氏 名 職 名 分野 ご説明内容

丸山 康司
名古屋大学大学院
環境学研究科 教授

社会環境学 太陽光発電事業の現状と可能性

大久保 規子
大阪大学大学院
法学研究科 教授

公法学・
環境政策学

地域と調和した再生可能エネル
ギー事業の推進に関する条例の
論点

金子 貴代
再エネ100宣言
RE Action協議会 事務局

再エネ普及
再エネ100宣言RE Action活動
紹介（再エネ導入の現状等）

増川 武昭
一般社団法人
太陽光発電協会 事務局長

発電事業者
地域との共生・共創に基づく太陽
光発電の主力電源化を目指して

山下 英俊
一橋大学大学院
経済学研究科 准教授

環境経済・
政策学

地域脱炭素化の実現に向けて
（再エネの地域経済効果等）

（ご説明順・敬称略）
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2050ゼロカーボンに向け、地域と調和した再エネ
事業を推進するため、地域合意の促進に資する
手続・基準を設ける

条例素案（たたき台）

項目 規制内容（赤字は長野県オリジナル）

①住民等への説明
○開発着手前の事業計画の提出を義務付け ○事業計画の説明会の開催を義務付け
○地域住民は事業計画の変更の申し出が可能、事業者は誠実な対応に努める

②安全確保措置

右の区域
○以下の区域内では、安全基準を満たすもの以外は事業禁止（許可制）

・地域森林計画対象森林区域 ・土砂災害特別警戒区域 ・土砂三法区域

全ての区域
○斜度30度以上の急傾斜箇所その他災害の恐れのある箇所（基準については要検

討）に設備を配置しないことを求める（許可制（Ⓐ）・措置の求め（Ⓑ©））

③環境・景観
の保全

右の区域
（50kW以上の事業）

○以下の区域内では、環境保全策の検討を義務付け。事業者は結果・対応を住民に
説明、地域住民からの申し出について誠実な対応に努める
・国有林、地域森林計画対象森林区域 ・水資源保全地域、
・国定公園、県立自然公園、 ・自然環境保全地域 等

全ての区域
○地域住民は景観保全に関し申し出が可能、事業者は誠実な対応に努める

(隣地境界からの離隔やそれによりがたい場合は植栽等を施すことなど、長野県景観条例
の基準等を参考に、事業者が検討すべき景観保全の項目を整理）

④法令遵守
○法令遵守の誓約
○更に、県内において現に太陽光発電に関する法・条例に違反又は処分を受けた事業者
の許可について、一定の欠格期間を設定（届出対象事業者については要検討）

⑤維持管理、廃棄等 ○維持管理・廃棄（リサイクル）計画の提出を義務付け（既存事業者を含むかは要検討）

⑥実効性の確保（手続・罰則等）
○事業着手、計画変更、廃止等の事前許可申請・届出を義務付け
○立入検査、違反に対する指導・勧告・命令・公表・罰則（過料５万円以下）等
○市町村長は事業者の是正措置について意見の申し出が可能

条例制定
の趣旨

手続き
・

手 法

内 容

太陽光発電事業（10kW以上）
ただし、屋根上や促進区域内事業※を除く。対象事業

※ 温対法に基づき事業計画が
認定を受けたものに限る

Ⓐ 特定区域※内での事業 ⇒ 県の許可制
Ⓑ 50kW以上の大規模事業（Ⓐを除く）⇒ 県への事前届出制
© その他の事業 ⇒ 市町村への事前届出制

＊特定区域：地域森林計画対象森林区域
土砂災害特別警戒区域
土砂三法区域

※ 市町村と要協議
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《第１回専門委員会意見等を踏まえた方向性》

R5.5.23
第２回専門委員会資料



第２回専門委員会（R5.5.23）での主なご意見
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分類 ご意見

全体
・条例は太陽光発電の適正な設置推進を目指すもの。促進の視点も踏まえ、条例のコンセプトをより
明確にしていくことが重要。
・地域と調和した再生エネ事業の促進は、（地域のみならず）事業者にとっても重要な視点。

対象事業

・促進区域を規制から除外するためには、促進区域が住民意見を踏まえて丁寧に設置されていることが
必要。
また、促進区域内事業についても地域貢献を導く工夫が必要。

・事業の小分け、分割案件といった脱法的な行為を防ぐ工夫も必要。

住民等への説明
（合意形成）

・説明会・合意形成のあり方が形骸化しない仕組みが必要。特に情報の透明性が重要。

市町村条例との
関係等

・市町村長が一定の根拠をもって事業者に意見を述べ、事業者がきちんと応答するといった意見交
換ができる仕組が必要ではないか。それにより地域の主観的な意見についても伝えることができるの
ではないか。
・市町村の工夫による上乗せを想定した条例とすることが必要ではないか。

地域へのメリット

・再生可能エネルギーの住民の受入れについては、客観的な基準・視点だけでなく、地域メリットといっ
た主観的な視点についても重要。
・この条例に組み込むかは別として、地域貢献については、地域経済効果も含めて事業の組み方を見
ることが必要。




